　　　あつぎ郷土博物館協議会委員公募要綱
（趣旨）

第１条　この要綱は、審議会等の設置及び運営に関する要綱及び厚木市審議会等の委員公募要綱の趣旨に基づき、厚木市立あつぎ郷土博物館条例第７条第２項第１号に定める公募による市民（以下「公募委員」という。）の公募及び選考に関し必要な事項を定める。

（応募の資格）

第２条　応募の資格は、次のとおりとする。

(1) 本市の在住者、在勤者、在学者
(2) 平日昼間に開催する会議に出席できる者
(3) 応募日において満18歳以上の者
(4) 応募日において本市の議員又は職員でない者

(5) 応募日において本市の他の附属機関等の委員でない者
(6) （1）から（5）までの条件を全て満たす者
（募集人員）

第３条　原則として、委員総数の20パーセント以上となる人員数を募集するものとし、公募委員の男女比率は同じとなるよう努めるものとする。

（応募方法）

第４条　公募委員になろうとする者は、あつぎ郷土博物館協議会委員応募申込書をあつぎ郷土博物館主管課に提出するものとする。

（募集期間）

第５条　募集期間は、１箇月程度とする。

（公募の告知）

第６条　公募委員の募集に当たっては、次に掲げる事項について、広報あつぎ、市ホームページ等により周知するものとする。

(1) 所掌事務

(2) 応募資格

(3) 公募する委員の人数

(4) 応募方法及び募集期間

(5) 任期

（選考委員会の設置）

第７条　公募委員の選考に当たり、公平かつ公正な選考を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。

２　選考委員会は、次の職にある者をもって構成する。

(1) あつぎ郷土博物館主管部長
(2) あつぎ郷土博物館主管課長
３　選考委員会には、選考委員長を置く。

４　選考委員長は、あつぎ郷土博物館主管部長の職にある者をもって充てる。

５　選考委員会は、選考委員長が招集し、選考委員長は会議の議長となる。

６　選考委員会の庶務は、あつぎ郷土博物館主管課において処理する。

７　選考委員会の議事その他の運営に関し、この要綱に規定するほか必要な事項については、選考委員長が選考委員会に諮って定めるものとする。

（選考方法）

第８条　公募委員の選考は選考委員会において行う。

２　公募委員の選考に当たっては、提出された書類、小論文等を総合的に考慮し、選考委員会が必要と認めるときは、応募者に対して面接を行うものとする。

（選考結果）

第９条　選考結果については、書面により応募者全員に通知するものとする。
（再募集）

第10条　公募委員の公募を実施したにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係団体からの推薦等、他の方法で委員を選考し、又は決定することができるものとする。
(1) 応募がなかった場合又は募集した人数に応募者が達しなかった場合

(2) 選考の結果、募集した人数に達しなかった場合

（個人情報）

第11条　申込書に記載された個人情報については、公募委員の選考資料としてのみ使用する。

２　申込書は、応募者に返却しない。

３　公募委員に決定したものの氏名については、委員名簿に記載し、市ホームページにより周知するものとする。

（情報公開）
第12条　応募書類及び選考書類については、個人情報の保護のため非公開とする。

２　前項に規定するほか、公開等の基準については、厚木市情報公開条例（平成13年厚木市条例第15号）及び厚木市個人情報保護条例（平成16年厚木市条例第11号）によるものとする。

　　　附　則

　この要綱は、平成22年２月4日から施行する。

この要綱は、平成24年３月30日から施行する。
この要綱は、令和２年３月31日から施行する。
この要綱は、令和３年12月24日から施行する。
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

